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明
治
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五
年
三
月
三
十
一
日

第

三
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J

省� 

A
W

〔
府
令
・
省
令
〕

一
部
を
改
正
す
る
命
令


(
内
閣
府
・
法
務
五
)


特
別
振
替
機
関
の
監
督
に
関
す
る
命
令
及

部
を
改
正
す
る
命
令


(
内
閣
府
・
法
務
・
財
務
四
)


〕

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
襟
識
の
技
術

件
(
同
七
一
一
)

型
式
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
土
と

海
上
移
動
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の
型
式

件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
総
務
七 

(号外)
独立行政法入国立印刷局

O O

O O

特
殊
法
人
等

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
工
事
一
部
完

了
、
弁
理
士
登
録
、
日
本
弁
護
士
連
合
会

弁
護
上
名
簿
登
録
・
登
録
換
え
・
登
録
取

消
し
・
氏
名
変
更
・
記
章
紛
失
、
外
国
法

事
務
弁
護
士
名
簿
の
益
録
・
登
録
取
消

し
・
指
定
法
の
付
記
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行
旅
死
亡
人
、

無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

的
条
件
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

〔
生
ロ

を
要
し
な
い
無
線
設
備
の
機
器
を
定
め
る

船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
備
え
る
こ

O
J
) 

及
び
周
波
数
の
使
用
区
別
を
定
め
る
件
の

O O O
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
七
二
一
)

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト

と
を
要
し
な
い
船
舶
を
定
め
る
件

(
同
七 

二
)

O

ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ

船
舶
長
距
敵
識
別
追
跡
装
置
の
要
件
を
定

O

く
規
則
の
修
正
に
関
す
る
件

(
外
務
六
六
八
)

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
百

般
振
替
機
関
の
監
替
に
関
す
る
命
令
の

び
加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
の
一

め
る
件
(
同
七 

一二)

小
型
船
舶
等
の
義
務
船
舶
局
が
備
え
な
け

O

O

れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
機
器
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
七 

阿
) 

O
電
波
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置

O

を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
設
備
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
財

務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件

(
財
務
一
二
六
六
)

航
海
用
具
の
基
準
を
定
め
る
告
示
及
び
航

海
に
関
す
る
記
録
を
定
め
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
件
(
国
土
交
通
一
玉 

一) 

道
路
に
関
す
る
件

O

O

O O O O O

O

無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

く
。
)
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

六
)

無
線
従
事
者
養
成
課
程
の
実
施
要
領
を
定

無
線
従
事
者
の
長
期
型
養
成
課
程
の
実
施

船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
に
係
る
訓
練
要

船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼

(
同
七 

O
五
)

局
事
項
室
田
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ 
l
ド
表
(
無
線
局
の
目

的
コ 
1

ド
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
を
除

(
東
北
地
方
整
備
局
一
九
四
、
一
九
五
)

道
路
に
関
す
る
件

(
中
部
地
方
整
備
局
一
一
一
一
一
一
)

道
路
に
関
す
る
件

(
近
畿
地
方
整
備
局
一
八
五
)

都
市
計
画
に
関
す
る
件
(
同
一
八
六
)

道
路
に
関
す
る
件

(
四
園
地
方
整
備
局
一 

七
) 

河
川
に
関
す
る
件

(
九
州
地
方
整
備
局
一
閃 
0
1
一
四
四
)
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部
を
改
正
す
る
省
令
(
問
八
五
)

船
舶
設
備
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

(
同
七

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

O
七
)

(
問
七 

O
) 

要
領
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法

(
同
七 

O
八
) 

O四
半
期
別

裁
判
所

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等

に
伴
う
財
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関

G
D
P
速
報
(
二
次
速
報
)
(
平
成

二
十
年
七 
i
九
月
期
)
(
内
閣
府
)

公 資

止
ロ
〕

諸

事

項
料

領
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

O
九
)

(
同
七 

令
(
国
土
交
通
一 

出
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
七
一

こ
O

O
)

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係 
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湾
同
開
時 

吋
品
目
景
加

J

戸
、
品
川
一
可
戸
一
片
付
吊 

繭
清
一
件 
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h熱
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日
時
一
汁
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μ
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扮
(
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八
。
)

抽
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田
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治
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叶
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叫
即
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f
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条
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浦
日
白
川
相
同
庁
日
〉
市
中
山
叩

注単一
 

J

M
一
片
山
い
食
品
町
草
学
斗
向
日

(
加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正

本
則
中
「
メ
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

附

則

一
十
条
に
定
め
る
第
七

「
第
十
九
条
に
規
定
す
る
海
上
修
動
業
務
識
別
、
船
舶
局
選
択
呼
出
番
号
及
び
海
岸
局
識
別
醤
号
」
に
改
め
、
凶
条
第

国

滞 
N
C
治
滅
亡
同

議
国
一
」
薪
喫
茶
週 

3
時
噂
↑ 

μ
一
円
〉
務
剛
司
)
剛
田
温
酬
明
)

凡
打
」
引
が
伊

ぺ
耳
目
ニ
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籍
法 
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二世
 

滞
尚
一
什
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市
開
迫
〉
占
巾

M
4附
羽
ロ
ド
}
川
匂
)
盟
ゆ
浬

。 

叫
ロ
湘
港
時 
3
1円
宮
司
六
酬
明
町 

電
波
法
施
行
税
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

O
総
務
省
令
第
百
四
十
八
号

電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

H
(

E

改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
)
の
施
行
の 

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
)
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
中
特
別
振
持
機
関
の
監
督
に
関
す
る
命
令
第
八
条
第
二
項
第
六
号
の
改 

規
定
及
び
第
一
一
条
の
規
定
は
、

こ
の
命
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

A

電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
|
丘
午
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
六
条
の
五
第
三
守
中
「
第 

表
の
前
文
に
規
定
す
る
船
舶
局
識
別
及
び
海
岸
局
識
別
」
を
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述
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由
治
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判
別 

冷
却
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煩 

満
国
川
行

性
同
議
事
斗
入
山
明
出
直
辺
嚇
司
)
鶏
共
存

ヘ
ム
叶
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沖
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温
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特
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繋
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品
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品
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了
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山
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氏
叫
附
命
中
打
見
川
首
守
山
日
当
分
当
」
併
川
学 

識
や
柑
明
快
ぺ
酪
適
斗
以
俳
邸
内
ザ
品
川
内
岬
件
句
。

時
「
八
一
件
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挙
日
)
浦
正
市
町
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4
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時
「
ハ
一
件
且
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『
〉
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問
時
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川
了
時
「
、
ハ
一
件
早
川
蕊
司
)
麟
輩
出
町
痛
ま
「

注
弓
'
時
「
〈
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仲
畑
町
編
戸
、
， 

一
件
刷
用
耳
打
沈
「
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滑
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齢
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刊
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汁
が
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q
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田
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D

第
二
卜
八
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る

6
義
務
船
舶
局
の
あ
る
船
舶
の
う
ち
、
旅
客
船
で
あ
っ
て
同
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
及
び
総
ト
ン
数
一
一
一

0
0ト
ン

以
上
の
旅
客
船
以
外
の
船
舶
で
あ
っ
て
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
(
総
務
大
圧
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
)

の
義
務
船
舶
局
の
無
線
設
備
に
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
機
器
の
ほ
か
、
船
舶
長
距
離
識
別
遺
跡
装
置
(
海
上
保

安
庁
に
対
し
て
白
船
の
識
別
及
び
位
置
(
そ
の
取
得
日
時
を
含
む 

に
係
る
情
報
を
自
動
的
に
伝
送
で
き
る
こ
と
そ

の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
を
満
た
す
機
器
を
い
う
ロ
)
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
一
易

及
び
第
二
項
の
機
器
に
よ
り
、
当
該
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改
め
る

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
四
十
七
条
文
は
付
録
第
十
三
号
」
を
「
又
は
第
四
十
七
条
」
に
、
「
同
規

則
第
阿
十
七
条
又
は
付
録
第
十
三
日
ゲ
」
を
「
同
規
則
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る

附

則

(
施
行
期
日
) 

1

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
五
第
三
号
及
び
第
三
十
三
条
の
一
一
第
一
項
の
改

正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
) 

2

ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
六
項
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
平
成
一
一
十
年
十
一
一
月
三
十
日

以
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三

十
-
日
以
降
に
行
わ
れ
る
法
第
十
条
第
一
項
の
検
査
の
日
又
は
平
成
一
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
降
最
初
に
行
わ
れ

る
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
検
査
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い 

ま
で
の
間
は
、
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
備
え
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

。
総
務
省
令
第
百
四
十
九
号

電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
ト
一
号
)
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
局
運
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

年

十

二

月

一

一

十

一

一

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

無
線
局
運
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令


無
線
局
運
用
規
則
(
昭
和
-
一
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
σ


第
六
条
第
四
項
中
「
イ
ン 
7

ル
サ
ツ
ト
」
を
「
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
八
条


第
九
項
」
に
改
め
る
。


第
四
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


(
船
舶
臼
動
識
別
装
置
等
の
常
時
動
作
)


第
四
十
条
の
=
施
行
規
則
第
一
一
十
八
条
第
↓
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義


務
船
舶
局
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
鑑
を
備
え
る
無
線
局
は
、
こ
れ
ら
の
無
線
局
の


あ
る
船
舶
の
航
行
中
常
時
、
こ
れ
ら
の
装
置
を
動
作
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場


合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


一
航
行
情
報
の
保
護
を
規
定
す
る
国
際
的
な
取
決
め
、
規
則
又
は
基
準
が
あ
る
場
合

二
船
舶
の
責
任
者
が
当
該
船
舶
の
安
全
の
確
保
に
関
し
、
航
海
情
報
を
秘
匿
す
る
必
要
が
あ
る
と
特
に
認
め
る
揚

合

H

C

)

c

c

c



5 

234
第
七
|
五
条
第
二
一
項
中
「
又
は
同
規
則
別
図
第
六
号
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
一
項
を
加
え
る
。

56め
る
。 ば

な
ら
な
い 
σ 

(号外第 279母)報官

な
し 

0 

月曜日平成� 20年

O

12月� 22日� 

総
務
省
令
第
百
五
十
号

前
項
第
一
円
す
の
規
定
に
よ
り
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
の
動
作
を
停
止
す
る
時
聞
は
、
必
要
最
小
限
で
な
け
れ

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
の
動
作
を
停
止
し
た
場
合
は
、
そ
の
装
置
を
備
え
る

船
舶
の
責
任
者
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
海
上
保
安
庁
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
線
局
は
、
誤
っ
て
遭
難
警
報
を
送
信
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
海
上
保
安
庁
へ
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

周
波
数
に
関
連
す
る
第
七
十
条
の
一
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
、
無
線
電
話
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
順
次
送
信
し
て
当
該
遭
難
警
報
を
取
り
消
す
旨
の
通
報
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各

局

一

一

一

凶

二

こ

ち

ら

は

一

回

船
舶
局
は
、
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
を
使
用
し
て
誤
っ
た
遭
難
警
報
を
送
信
し
た
場
合
は
、
当
該
遭
難
警
報
の

一

一

遭

難

警

報

を

送

信

し

た

船

舶

の

船

名

三

回

四

白

局

の

呼

出

符

号

又

は

呼

出

名

称

一

回

五

海

上

移

動

業

務

識

別

一

叶

六

遭

難

警

報

取

消

し

一

一

円

七

遭

難

警

報

を

発

射

し

た

時

刻

(

協

定

世

界

時

で

あ

る

こ

と

。

)

一

一

凹

船
舶
局
は
、
前
項
に
掲
げ
る
遭
難
警
報
の
取
消
し
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
報
を
行
っ
た
局
波
数
に

よ
っ
て
聴
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
の
二
第
二
一
項
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
七
号
」
に
改

第
一
一
首
六
十
二
条
第
二
項
中
「
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
と
」
の
下
に
「
対
地
静
止
衛
星
の
軌
道
と
異
な
る
軌
道
の
」

を
加
え
、
「
無
線
通
信
に
係
る
距
離
が
対
地
静
止
衛
星
の
軌
道
と
地
表
面
ど
の
距
離
よ
り
も
遠
い
」
を
「
他
の
人
工
衛
星

局
と
地
球
の
地
表
面
と
の
最
短
距
離
が
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
と
地
球
の
地
表
面
と
の
最
短
距
離
を

越
え
る
」
に
、
「
は
、
地
球
の
赤
道
面
と
の
最
小
の
」
を
「
と
当
該
人
工
衛
星
局
と
対
地
静
止
衛
星
の
軌
道
上
の
任
意
の

点
と
を
結
ぶ
直
線
と
の
間
で
な
す
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ち
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

第
四
十
条
の
一
の
改
正
規
定
平
成 

A

一
十
年
十
二
月
三
卜
一
日

二
第
七
十
五
条
に
こ
項
安
加
え
る
改
正
規
定
平
成
一
一
十
一
年
一
月
一
日

電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

一

一

十

年

十

二

月

二

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
&
部
を
改
正
す
る
省
令

N
F
Q

無
線
局
免
許
手
続
規
則
(
昭
和
二
十
五
作
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
上
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
号
第 
3
の
2
の
様
式
中
「
日
当
お
朔
」
を
「
時
瀦
包
減 

獄
白
山
が
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
号
第 
3
の
3
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3 3枚目

~鱒周町田i
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ロ衛星無線航槍接置 免許の番号

ロ インマルサット船舶地球局の無線股鋪 口 その他(1，自の無線般備の機器量予備犠置とするときはその機器]

辺 型名� I 
縄il'l信号 ロ法第35条箪2号の措軍
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ロ怯算35島第3号町措置� 

42 備 考

畏 辺 {日本エ量規絡A列4番}
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川
叫
中
「

M
N
Q
W

E
H
明 

，、 

蓮
」
を
「
品

S
3

N
S

別
表
第
一
一
号
第 
3
の
注 
1
の
表 
1
の
項
中
「
品
ど
を
「
含
お
」
に
改
め
、
同
表
2
の
項
巾
「 

部
醐
「
ぺ

τ

四
日
本
銀
行
の
国
債
元
利
金
の
支
払
等
の
特
別
取
扱
手
続
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四

O

号
)
第
一
条
第
三
一
項

J--

五
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
(
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
)
第
三
十
七
条
第
三
項

nu

六
日
本
銀
行
財
政
融
資
資
金
出
納
及
び
計
算
整
理
規
則
(
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
令
第
二
十
三
号
)
第
二
一
条
第
二

項
第
二
号

七
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
手
続
に
関
す
る
規
則
(
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
令
第
四
十
-
一
円
互
第
五
条

の
三
第
一
一
項

八
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
)
第
三
条
第
二
項

九
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
(
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
六
号
)
第
五
条
第
一
項
第
三
号

十
財
務
省
組
織
規
則
(
平
成
十
ゴ
一
年
財
務
省
令
第
一
号
)
第
八
条
第
二
項
第
四
号

十
一
政
府
資
金
調
達
事
務
取
扱
規
則
の 

部
を
改
正
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
四
号
)
附
則
第

二
項

十
三
振
替
国
債
を
取
り
扱
う
振
待
機
関
へ
の
同
意
等
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
五
号
)
第

経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
条


財
務
省
令
第
八
十
四
号

十
三
政
府
短
期
証
券
及
び
割
引
短
期
国
庫
債
券
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
七
号
)


第
一
条


十
四
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
八
号
)
第
二
条


十
五
日
本
銀
行
供
託
振
替
国
債
取
扱
規
程
(
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
七
十
号
)
第
‘
条


十
六
同
債
の
買
入
消
却
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
二
号
)
附
則
第
二
条
第
一
項


十
七
物
価
連
動
国
債
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
六
年
財
務
省
令
第
七
号
)
第
一
条
及
び
第
三
一
条


(
相
続
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)


第
三
条
相
続
税
法
施
行
規
則
(
昭
和
一
十
五
作
大
蔵
省
令
第
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
上
う
に
改
正
す
る
。


第
二
十
条
第
↑
一
項
目
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


有
価
証
券
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類


イ
笠
録
国
債
国
債
規
則
(
大
宣
十
一
年
大
蔵
省
令
第
三
一
十
一
号
)
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
登
録
を
し
た
旨


の
同
令
第
四
十
一
条
(
登
録
済
通
知
書
の
交
付
)
に
規
定
す
る
登
録
済
通
知
書


ロ
振
品
川
同
株
式
等
(
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
)
第
二
条
第
一


項
第
十
二
号
か
ら
第
一
一
十
一
号
主
で
(
定
義
)
に
掲
げ
る
株
式
そ
の
他
の
有
価
証
券
で
同
条
第
二
項
に
規
定


す
る
振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
を
い
う
。
)
担
保
と
な
る
当
該
振
替
株
式
等
の
銘
柄
、
数
量
及
び
金
額
を


記
載
し
た
書
類


ハ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
有
価
一
証
券
以
外
の
有
価
-
証
券
供
託
害
の
正
本


第
一
十
条
第
二
項
第
一
一
号
を
削
り
、
同
項
第
一
三
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
五


号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
イ
川
中
「
第
三
一
号
イ
」


を
「
第
二
号
イ
」
に
、
「
第
四
号
イ
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
向
号
を
同
項
第
五
は
す
と
す
る


第
一
一
十
条
第
六
項
中
「
第
一
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
六
号
イ
」
を
「
第
二
項
第
二
日
万
か
ち
第
四
号
ま


条
第
八
項
、
第
十
九
条
の
四
第
四
項
、
第
十
九
条
の
よ
札
第
一
一
川
市
(
及
び
第
二
項
第
一
一
号
並
び
に
第
一
一
十
二
条
の
十
九

で
及
び
第
五
号
イ
」
に
改
め
る
。


一一

第
二
十
三
条
第
四
号
中
「
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
)
」
を
「
社
債
、
株
式

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

e

c

蓋
」
に
改
め
、
同
第 
3
の
柱
出
中
「
(
岳
銚
戸
東
山
い
意
章
一

斗
山
引
い
い
付
。
)
」
を
削
り
、
同
第 
3
の
注
川
崎
中
「 

蓮」
 

「
び
縞
仇
町
一
汁
回
程
市
什

怠

3
蓮
」
に
改
め
、
同
第
3
の
注
却
中

「怠
 

δ
蓮
」
を
「
β
δ
蓮
」
に
改
め
、
同
注
川
中
「
瀦
忠
治
鴻
∞
泊
」
を
「
鴻
ω
∞
山
市
灘
∞
畑
」
に
改
め
、
同
第 
3
の
註

∞
激
浪 

ω
畑
'
神
吋
品
泊 

鴻
∞ 

∞
冷
却
叫
吋
泊
'
目
前
∞
必 

M
N
Q

N J

h

内
山
事
時
雲
港
梁
温
品
川
主
週

「ω
吉
)
蓮 

b
E

ω
U
S

S
q
u

N
S
議
」
に
改
め
る
ロ

別
表
第
二
号
の
一
第 
5
の
注
別
凶
ア
中
「
滅

淵
」
に
改
め
、
同
凶
ウ
中
「
油 

∞
N

hvwm
N

蓮
」
を
「
品 

潤
」
を
「
判
明

H

印
泊
」
を
「
滞
留
か
柚
明
白
畑
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
号
の
二
第 
6
の
2
の
様
式
中
「 
ω
〈
ロ
列
」
を
「
〈
ロ
月
」
に
改
め
る
。

附

則

(
施
行
期
日
) 

1

こ
の
省
令
は
、
公
街
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
壁
)

2
船
舶
局
(
特
定
船
舶
局
を
除
く
っ
)
及
び
船
舶
地
球
局
の
無
線
局
事
項
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

無
線
局
免
許
手
続
規
則
別
表
第
二
号
第 
3
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
口
か
ら
起
算
し
て
六
月
を

株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
註
す
る
法
律

済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
ε

市

成

一

一

十

年

十

一

月

二

十

二

日

財

務

大

臣

巾

川

昭

一

(
平
成
十
六
年
訟
律
第
八
十
八
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決

E
す
る
法
律
の
庖
行
等
に
伴
う
財
務
省
関

株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
関
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
衡
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
等
に
伴
う
財
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

(
国
債
規
則
の
一
部
改
正
)

c

t

第
一
条
国
債
規
則
(
大
王
十
一
年
大
蔵
省
令
第
三
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
親
権
者
、
後
見
人
、
保
佐
人
、
土
穴
」
を
「
法
定
代
理
人
」
に
、
「
提
出
ス
へ
シ
」
を
「
提

出
ス
ベ
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
親
権
者
」
を
「
法
定
代
理
人
」
に
、
「
届
出
ツ
ヘ
シ
」
を
「
届
出
ヅ
ベ
ど

に
改
め
る

3

第
四
十
六
条
ノ
一
信
用
一
項
中
「
社
債
等
の
振
特
に
関
す
る
法
律
」
を
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る

第
六
十
八
条
中
「
第
阿
二
十
九
条
」
を
「
第
二
百 

十
八
条
」
に
改
め
る
。

(
日
本
銀
行
国
債
事
務
取
扱
規
程
等
の
一
部
改
正
)

第
二
条
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

一
日
本
銀
行
国
債
事
務
取
扱
規
程
(
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
三
十
三
号
)
第
十
一
条
第
三
項

二
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
一
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
)
第
三
条
の
十
八
第
四
項
第
三
号
、
第
四

三
一
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
制
(
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四
号
)
第
十
条
第
一
項
第
一
号

M
p
q
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↓
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汁
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『

坤
河
辺
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川
下
山
一
川
口
獄
い
勝

第
五
号
様
式
貨
物
船
安
全
証
書
中

.
に
改
め
、
同
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式
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物
船
安
全
証
書
の
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設
備
の
記
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式
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中
一
「一品

撃も中� 

醐社副開国一足掛

E
E

「
開
脚
郎
S
E

白汁巾� 

同
ヴ
ロ
一
区
一

当
)

H

)

同
榊
能
漏
吊
�
 
凶
誌
一
時
斗
戸
汁
コ

州

ロ
丘
町
」
で
法
滞
N
4
4
a
m
u
含
汁
司
河
口
れ
い
営
什
一
割
燕
司
)
淵
脚
中
防
相
陣
毒
一
川
町
蜘
「
N
E

ロ
耳
E
n
E
r
巾
冊
目
当
白
色
白
{
品
。
Z
F
M
也
君
白
�
 ω

由
一
世
鴻
「G

3
3

A-1

ロ
白
g
。
同
t
z
-
5
5
G

C

d
b

noロ可出口付 

釦
仲
田
包
自
己
国
Z
S
向
。
。
同
n
o
ロ
由
丹
2
2
-
。
ロ
・
・

肌
漏
出
4
h
が
E
2
市
町
J
寸
よ
パ
部
し
F
J
寸
M
M
h
い
~
H
G

〉
】
]
a
u
-
-
n
田
町
宮
内
凶
丘
町
曲
田
町
田
口
ぜ
巾
円
。
目
立
己
a
-

。
片
山
凶
日
と
2
n
E
5
2
2
当
白
田
3
5
5
2
8
【
同
(
宅
宮
司
町
田
U
U
ロ
g
t
Z
)
・
・

ω ロ
帥
-
5
0
同
色
叩
民
〈
巾
同
�
 可・・・・・

温
容
�
 

ロ
白
仲
間
O
口
当
F
W
F
君
。
長
問
。
『
同
n
o
ロ
〈
巾
吋
∞
-
。
ロ

通
杭
附
出
印
刷
問
M
州
一
H
U
M
糊
川
町
出
問
問
蛸
「
〈
耳
目
片
協
同
3
2
で
含
汁
社
潮
市
ザ
打
一
件
占
印
S

叶
白
ロ
即
広
巾
円
白
�
 
口
。
司
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S
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ザ
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￥
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♂
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電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
半
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き

船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
船
舶
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

半

成

二

十

年

十

二

月

三

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

O
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
一
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

ニ
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
船
船
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
の
機
器

総
務
省
告
示
第
七
百
二
号

O
総
務
省
告
示
第
七
百
一
号

1111111 

主ヒ� 
c 

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
(
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
)
か
ら
施
行
す
る
。

(
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
二
条
施
行
け
前
に
建
造
さ
れ
、
メ
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

船
舶
設
備
規
程
第
百
四
卜
六
条
の
二
十
九
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に

行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
)

第
三
条
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
凶
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す

H

電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
十
一
条
の
五
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
六
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
て
十
一
号
(
型
式
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
設
備
の

機
器
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平

城

二

十

年

十

二

月

二

十

竺

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

〈
♀
自
己
自
国

計

τぺ
同
「
�
 什
什
舟
背
居
心
�
 寸向日。

討

τぺ
判
事
坊
「
、
汁
。 J

寸
同
司
J
ヘ
序
回
円
仲
町
山
田
河
め
円
。
吋
巳
窃
n
o
q
巾
丘
町
口
白
】
】
円
2
U
巾
n
g

r
J

4
4
・
哨
世
相
N
・
草
刈

3

相」� 

蓮

行
協
「
汁
田
仲
間
耕
一
円
�
 寸か
れ
~
川
。

糊
品
山
斗
か
れ
い
什
込
山
づ
叫
が

ヨ
斗
山
小
川
い
什
打
完
持
パ
'
捌
品
山
斗
が
�
 μ
什
砂
山
ゲ
仰
が
。
」
に
改
め
る
。
�
 

羽
山
町
ヰ
」
門
寸
判
パ
糊
S
い
円

品
町
凶
難
戸
、
，
草
加
古
J
寸
山
伊
川
什
行
為
決
ぺ
�
 

4
E
3

hh一件 
'
K
-
i

J

1
Y 」

4
u
』
川
畑
ロ
)
U
門
川
w
-
H
葬
送
斗
利
引
い
什
。

一
H
来
志
斗
以
什
什

』
で
砂
山
道
N
4
4
3
σ
含
汁
E
M
E
H
μ
い
営
什
一
割
燕
3
m
脚

対
5
4
川
中
一
岬
瀦
い
い
株

三
船
舶
設
備
規
程
(
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
最
)
第
五
条
に
規
定
す
る
船
舶

一
駐
舶
安
全
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
一
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
日
勺
)
第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
船

舶
(
同
項
第
二
号
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
自
ら
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
)

二
海
上
保
安
庁
が
所
有
し
又
は
運
航
す
る
船
舶

(司]白円巾
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勝

郎

伸

明

汁
白
河
昇
什
営
什
百
慈
日
)

憾
協
海
藻
F
h
M
附
「
汁
由

#
ー
や
ま
笥
N
4
4
3
0
営

淵
脚
山
仰
溶
き
M
O
凶
掛
時
一
地
斗
戸
当
げ
司

叫U

買事

「� 

Eう 信事

割
問
�
 

町
�
 

回目

ι

T

W

'

d

H
d

-
HC

同
日
出
品
己
巾
O
問
見
百
周
巾
n
o
『
門
日
)

毎年

d

c

刀τ� 

1111111 

工巳

江E

に
改
め
る
。

知
的
除
問
一
難
「
'
苦
�
 

トJ>-'

「
山
間
ヰ
・
哨
潜
N
・

包

ω)

意
意
同
船
照
諜
裁
回
一
」
応

円。口問吋白口問巾{門目角川口ケ

を
「
南
極

」

る
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
旅
客
船
安
全
証
書
、
貨
物
船
安
全
構
造
証
書
、
貨
物
船
安
全
設
備
証
書

及
び
貨
物
船
安
全
証
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に

よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
旅
客
船
安
全
証
書
、
貨
物
船
安
全
構
造
証
書
、
貨
物
船
安
全

設
備
-
証
書
及
び
貨
物
船
安
全
証
書
と
み
な
す
。

g 


戸

「似
餅

保
思
議

ω
m
h
F
 

W
N
 

N

を
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O O

M
P
Q

第
三
項
中
「
伺
条
第
六
項
及
び
第
九
項
」
を
「
同
条
第
七
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
る
。

総
務
省
告
示
第
七
百
六
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
(
昭
和
二

1
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
)
別
表
第
一
一
号
第
3
及
び
別
表
第
二
号

潜
血
畑
」
を
加
え
る
。

別
表
第
八
号
の
表
中
「
滞
留
糸
満
∞
畑
」
を
「
鴻 

滞
吋 

」
に
改
め
る
。

総
務
省
告
示
第
七
百
七
号

O
総
務
省
告
示
第
七
百
三
号

電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
一
一
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
装
置
の
要
件
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平

成

一

一

十

年

十

三

月

一

一

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

別
表
第
一
号
2
の
表
中
一
意
雲
市
対
刈
喉
難
瀬
醐 

rコ� 

rコ

「
「
霊
章
一
対
中
磐
田
焼
剛

串
{
)
曾
期
間
霧
器
出
一
-
協
雲
山
附
繭 

に
改
め
る
。

-
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
(
船
舶
の
識
別
及
び
位
置
(
そ
の
取
得 

時
を
含
む
。
)
に
係
る
情
報
を
い
う
。
以
ド

同
じ
。
)
を
自
動
的
に
六
時
間
(
海
上
保
安
庁
が
遠
隔
制
御
に
よ
り
十
五
分
以
上
六
時
間
未
満
の
時
間
を
設
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
間
)
ご
と
に
送
信
す
る
三
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
船
舶
が
運
航
し
て

い
な
い
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
岡
山
り
で
な
い
。

23

送
信
さ
れ
る
船
舶
の
位
置
情
報
は
、
前
回
の
送
信
か
ら
十
主
分
以
上
経
過
し
た
後
に
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

衛
星
無
線
航
法
装
置
か
ら
の
測
位
情
報
を
一
万
分
の
分
の
単
位
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

4

代
替
電
源
に
よ
り
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

5

H

総
務
省
告
示
第
七
百
八
号

O

rコ

「コ� 

無
線
従
事
者
規
則
(
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
)
第
一
|
一
条
第
‘
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
八
作

郵
政
省
告
示
第
五
十
八
号
(
無
線
従
事
者
の
長
期
型
養
成
課
程
の
実
施
要
領
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
三
日

別
表
第
一

5
1
2中

「

訂

配

和

恥

明

子

配

O 

O 

総
務
大
臣

に
改
め
る
。

千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
一
の
た
め
の
閏
際
条
豹
の
締
約
国
か
ら
国
際
海
事
機
関
に
船
舶
長

距
離
識
別
追
跡
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
者
と
し
て
通
知
さ
れ
た
者
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

O

川
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
を
十
五
分
間
痛
で
四
十
八
回
連
続
し
た
送
信
を
=
一
回
行
い
、
海
上
保
安
庁
に
お
い

回
以
上
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
の
受
信
が
さ
れ
る
こ
と
。

悪
意
同
州
国
霧
器
浬
出
雲
縦

醐 

て
そ
れ
ぞ
れ
四
十
八
回
中
四

間
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
を
六

0
分
間
隔
で
十
二
回
連
続
し
た
送
信
を
三
凶
行
い
、
海
上
保
安
庁
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
十
二
田
中
十
阿
以
上
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
の
受
信
が
さ
れ
る
こ
と
。

O
E
h
m

総
務
省
告
示
第
七
百
九
号

告
示
第
一
一
面
八
十
一
号
(
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
に
係
る
訓
練
安
領
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

別
表
第
一
号
学
科
の
項
中
「
「
意
勘
案
一
河
川
理
事
問

表
注 
9
中
「
亙
分
滞
日
一
泊
」
を
「
亙
品
川
晴
樹
叶
畑
」
に
、
「
一
み
氷
山
刊
。
畑
」
を
「
亙
品
川
灘
∞
泊
」
に
改
め
、
同
表
注
目
中

「 

滋
印
畑
」
を
「
亙
仙

品
川
述
。
混
」
を
「
包
掛
川
加
∞
泊
」
に
改
め
る
。 

改
め
、
岡
表
実
技
の
項
中
「
「
霊
虫
剤
略
戦
翠
附
剛

総
務
省
告
示
第
七
百
五
号

に
改
め
る
。

総
務
省
告
示
第
七
百
十
号

O O

J

問
船
舶
町
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
を
十
五
分
以
上
の
間
隔
で
三
回
連
続
し
て
送
信
を
行
い
、
海
上
保
安
庁
に
お
い
て

=
一
回
す
べ
て
船
舶
長
距
離
識
別
追
跡
情
報
の
受
信
が
さ
れ
る
こ
と
。 

無
線
従
事
者
規
則
(
平
成
一
一
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
)
第
六
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
年
郵
政
省

O

EHm

総
務
省
告
示
第
七
百
四
号

電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
基
っ
き
、

平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
号
(
小
型
船
舶
等
の
義
務
船
舶
局
が
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

平

成

一

十

年

十

一

一

月

一

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

総
務
大
臣

「
「
霊
喜
一
狩
域
一
帯
栴
剛

を

意
意
向
州
用
問
業
組
関
回
一
〕
筋
量
目
出
附
醐

「「重量 

法
違
縦
一
剛

表
以
外
の
部
分
中
「
滋
民
治
鴻
也
畑
」
を
「
滞
留
給
油
判 

」
に
改
め
る
。

m
w摘
す
湖
」
に
改
め
、
同
表
注
口
及
び
注
日
中
「
沼
紛
瀦
印
泊
」
を
「
一
辺
地
伊
滅
寸
泊
」
に
、
「
亙

憲
章
湖
南
同
課
欝
浬
悩
雲
仙
附
剛

電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
一
一
ト
九
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
百
十
三
号
(
電
波
法
第
一
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
設
備

を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平

成

一

日

卜

年

十

一

一

月

一

一

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
)
第
四
十
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
一
一
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
六
十
七
号
(
船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
の

技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年

1
一

一

月

二

十

三

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

i

の
:
一
第 

3
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
止
巳
不
第
八
百
五
十
九
号
(
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無

線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記
載
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
(
無
線
局
の
目
的
コ 

ド
及
び
通
信
事
項
コ

ド
を
除
く
。
)
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
つ

市

ド

成

一

十

年

十

一

一

月

二

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

∞
治
瀦 

ω
湖
」
の
次
に
「

表
の
一
の
欄
中
「
法
主
油
田
孟
叫 
N

NEhm

無
線
従
事
者
規
則
(
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
)
第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
五
年

郵
政
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号
(
無
線
従
事
者
養
成
課
程
の
実
施
要
領
を
定
め
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
一
十
-
一
日 

総
務
大
臣

111 

邦
夫

別
図
第
一
号
の
注
4
中
「
意
意
担
割
削
主
」
の
次
に
「
(
首
コ
油
田
一
一
判
明
。
検
匂
)
印
日
制 

ω
中
打
満
尚
斗
向
日
説
明
」
川
知
情
豊
糠
柑
相
撲

-
3
山
グ
'
憲
章
打
投 

ぺ
寝
泊
斗
が
伊 
3
品川「

 

r
J

株
お
耕
三
屯
)
ψ

け
'
首
刑
事
迎
行
掛
町
通
斗
か
チ
ロ
)
品
川
「

。
総
務
省
告
示
第
七
百
十
一
号

一回

J

y

h
J

y

h ド

1
1
E
戸
い
い 

0

)

」
を
、
「
務
課
証
器
国
一
」
」
の
次
に
「
(
脈
問
附
務
」

ト 

可
亙
{
い

l

」
を
加
え
る
。

G

)

無
線
設
備
規
則
(
昭
和
一
一
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第 
l
八
号
)
第
凶
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
一
一

項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
作
総
務
省
告
示
第
千
二
百
-
一
十
五
号
(
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の

4

技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
)
の 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平

成

二

十

年

十

三

月

一

-

十

二

日

総

務

大

臣

鳩

山

邦

夫

第
一
項
第
四
号
中
「
海
上
識
別
数
字
及
び
船
舶
局
識
別
」
を
「
船
舶
局
識
別
(
施
行
規
則
第
六
条
の
五
第 

号
に
規

定
す
る
海
上
移
動
業
務
識
別
の
う
ち
、
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
」
に
改
め
る
。

J
A

rコ

O O 

O O 

c

〉
〉

を

mm

鳩� 

「ヲ� 

を

鳩
山� 

邦
夫

を
事
型

H

鳩� 
ilJ 

〉 〉
〉 〉 邦

夫
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(31 未満の周波数30.005kHz以上75kHz.126

m
h
N
紙 
4
A
h叫
)

使用電波の型式及び周波数� 

呼出し、応答及び準備信号の送信 そ

A2D又は� A 
H3E J3E A2D又は� A 

3E 3E 

26.760 26.760(21 26.760 

(kHz)

26.

の

H3E 

760(21 

他� 

J 3 E 

27.218.5(21 

27.222.5(21 

27.226.5121 

27.230.5121 

27.234.5(21 

27.238.5(21 

27.242.5(21 

27.218.5(21 

27.222.5(21 

27.226.5(21 

27.230.5(21 

27.234.5(21 

27.238.5(21 

27.242.5(21 

27.246.5(21 27.246.5(21 

27.250.5(21 27.250.5(21 

27.254.5(21 27.254.5(21 

27.258.5(21 27.258.5(21 

27.262.5(21 27.262.5121 

27.266.5(21 27.266.5(2126.768 26.768(21 	 26.768 26.768(21 
27.274.5(21 	 27.274.5(2126.776 26.776(21 	 26.776 26.776(21 
27.286.5(3X41 	 27.286.5(31(4126.824 	 26.824 
27.290.5(31(41 	 27.290.5(31(4126.832 26.832121 	 26.832 26.832(21 
27.294.5(3X41 	 27.294.5(31(41

26.840 26.840(2) 	 26.840 26.840(2) 
27.298.5(31141 	 27.298.5(31(41

26.848 26.848(2) 	 26.848 26.848(2) 
27.302.5(31141 	 27.302.5(31(41署管 26.856 26.856(2) 	 26.856 26.856(21 
27.306.5(31141 	 27.306.5(3X41

26.864 26.864(2) 	 26.864 26.864(21 
27.310.5(21 	 27.310.5(21

26.872 26.872(21 	 26.872 26.872(2) 
27.318.5(21 	 27.318.5(21

26.880 26.880(2) 	 26.880 26.880(2) {叩 27.326.5(21 	 27.326.5(21
26.888 26.888(2) 	 26.888 26.888(21 27.334.5(21 	 27.334.5(21 

27.338.5(21 	 27.338.5(21 
26.896 26.896(2) 	 26.896 26.896(21 
26.912 26.912(21 	 26.912 

26.920 26.920(21 	 26.920

巴
盟
[
へ

26.912(21 27.342.5(2) 	 27.342.5121 
26.920(21 27.346.5(21 	 27.346.5(21

26.928 26.928(21 	 26.928 26.928(21 27.350.5(21 27.350.5(21
E
N
N
R
N
F

26.936 26.936121 	 26.936 26.936(21 

26.944 	 26.944(21 26.944 26.944(21 

26.958.5(11 

27.026.5(21 

27.054.5(21 

27.058.5(21 

O
N

母 

世
併

27.354.5(21 	 27.354.5(21 

27.358.5(21 	 27.358.5(21 
1126.958.5( 27.362.5(2) 	 27.362.5(21 

27.026.5(21 27.366.5(2) 	 27.366.5(21 
27.054.5(21 27.370.5(2) 	 27.370.5(21 
27.058.5(21 27.374.5(21 27.374.5(21 

27.166.5(21 27，166.5121 	 27.378.5(21 27.378.5(21
27.174.5(21 	 27.174.5121 27.382.5(21 27.382.5(21
27，178.5(11 27.178.5(11 	 27.386.5(21 27.386.5(21
27.198.5(21 27.198.5121 27.394.5(21 27.394.5(21
27.202.5(21 	 27.202.5(21 27.398.5(21 27.398.5(21 

何
27.206.5(21 27.206.5(21 	 27，402.5(21 27，402.5(21 
27.210.5(21 27.210.5(21 	 27，414.5(21 27，414.5(21 
27.214.5121 27.214.5(21 	 27，418.5(21 27.418.5(21 
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27.422.5(21 

27，426.5(21 

27.434.5(21 

27.442.5(21 

27.454.5(21 

27.458.5(21 

27.462.5(21 

27.466.5(21 

27.470.5(21 

27.478.5(21 

27.524 

27.532 

27.540 

27.548 

27.556 

27.564(3X51 

27.572 

27.580 

27.628 

27.636 

27，644 

27.652 

27.660 

27，668 

27.524 

27，532(21 

27.540(21 

27.548(21 

27.556(21 

27，572(21 

27.580 

27.636(21 

27，644(21 

27，652(21 

27.660(21 

27.668(21 

27.532 

27.540 

27.548 

27.556 

27.564(31(51 

27.572 

27.580 

27.628 

27.636 

27，644 

27，652 

27，660 

27，668 

27.532(2) 

27.540(2) 

27.548(2) 

27.556(2) 

27.572(2) 

27.580 

27.636(2) 

27.644(2) 

27.652(2) 

27.660(2) 

27.668(2) 

27，422.5(2) 

27.426.5(2) 

27，434目5(21 

27，442.5(21 

27.454.5(21 

27.458.5(2) 

27.462.5(21 

27.466.5(21 

27.470.5(2) 

27.478.5(2) 

27.916 I 27.916(2) 	 I 27.916 27.916(2) 

27.924(3)(4) 	 I 27.9包4(3)(4) 

27.932 I 27.932(2) 	 I 27，932 27，932(2) 

27.940 I 27.940(2) 	 I 27，940 27.940(2) 

27.956 I 27.956(2) I 27.956 27.956(2) 

27，964 I 27.964(2) 1 27.964 27，964(21 

27，972(3)(4) 1 27，972(3)(41 

27，980 I 27.980(2) I 27，980 I 27.980(2) 

27，988 I 27.988(2) I 27.988 I 27.988(2) 


注� 1 (1)は、船舶局相互間において日本周辺海域で通信を行う場合に限る。� 

2 (2)は、海上保安庁所属船舶局が漁業用の無線局と通信を行う場合に限る。� 

3 (3)は、日本周辺海域において使用する場合に限る。� 

4 (4)は、この周波数を使用する海岸局と通信を行う場合に限る。� 

5 (5)は、スポーツ及びレジャー用船舶局が免許人加入団体所属の無線局と通信を行う場合に限

る。
 
6 (6)は、海� k保安庁所属の無線局相互間において通信を行う場合に限る。
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撚ト同十〈せ*ê8~寝悩:1 Q己Lγ 去~8 ム..'" "-2是皇国初~' 判格巡回世'性ト怪� 1'+1J分� Im;1 o:r"-2~尽-R~刻 υ'
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(守也 11Ht -\Jm; 11 十.;:;o:r;t合同 \:::>Ë社十 1 1で l o:rj;三士二割'lli; J員:g'出:;4除雪霊祭lliR悌封~II@'IJJt(-þ{蜘)
守也� 11+m-+11 m;11+1I o:r :1:~怒+<凶 fI-;f!恒隠話料 
ii$~+同繋歪 8告~"-2首長田+凶寝 ~G ...\j....l ν去~;:;;ム-t ~0 .:2寝付ト(ð O
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27.724 27.724(21 	 27，724 
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坦竪〈立'思仮出会心十d担町制製摺かの渥丘二ややJ 困迷宮医以やニνz;:;;報{1!;!"-2闘や� 
uη27.732 	 27.732(21 27.732 27.732(2) 噌

27.740 	 27.740(2) 27.740 27.740(2) 柑J饗:::"'保田豊臣羅畑今いか砕いの阻量昼寝桝王室lliR込書事択回盗聴桝 ~zt'''') ..\j会1 常f:!i*ヤト0) )..¥j誌や#J>0"

27.748 	 27.748(21 27.748 27.748(21 >\J;:;;栂ニ~~' !1~斗 8 òlTl悩図鑑寝綱華~~~やニ ν!と小品)..\j ~会~#Jト0"

27.756(21 	 豆 互;:;;~度{~"-2~判ヤ v鰹終(r事事+R羅桝鰹事~ J) "-2やニ ν~' Iiill鐙働総II@'''-2~....l\J!と，，，.，p 8 ..\j....)' >¥J27.756 27.756 27.756(21 
Q明f:!i4持抑止さ'告，，;:;;1時郎会}同緩いの。

27.764 27.764(21 	 27.764 27.764(2) 

27.772 27.772(21 	 27.772 27.772(2) 
三 ヨヨ出塁〈同~\:::>' ~諮きわう~>0型g <iD "-2~' ギ層部-<~\:li~Þ<~~;tt:民わ必 ν明' 話再llFG J):早;tt:'盟主主召

醤E 相¥:::>"-2図鑑ヨヨ盛時担o)t>
27.780 	 27.780(21 27，780 27.780(21 ヨ 爆+R1l.!ll霊長鰹桝~~ヒ小けよl -Ko糎鴨川J.!;二時図量足早霊剣華~êE (r寒択需E網 G o/..!~"-2~{Iぜ拭J~どまをlliR J)

27，820(3)(6) 27.820(3)(6) 蜜困鑑坦醤漁網格函巡隠桝遼毘己吋 ε将走心￡ ν ニぞ二 11mi'1~斗吋心拍兵ど駅叫包'3M2 
...... 27.828 	 27.828(21 27.828 27.828(2) 
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27.884(21 

27.892(21 

27.908(21 

27.836 

27.852 

27.860 

27.884 
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27.836(2) 

27.852(2) 

27.867(3X6) 

27.884(21 

27.892(21 

27.908(21 
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